
議

案

第

四

十

号 

  
 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

に

 
つ

い

て 

  

令

和

六

年

三

月

二

十

五

日
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港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

 

 
 

 

規

則

（

案

） 

 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

令

和

元

年

港

区

教

育

委

員

会

規

 

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

七

月

一

日

か

ら

九

月

三

十

日

ま

で

」

を

「

六

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

」

 

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 



港 区 会 計 年 度 任 用 講 師 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表

 

改

  

正

  

案

 

現

     

行

 

  

（ 前 略 ）

 

（ 前 略 ）

 

  

（ 夏 季 休 暇 ）

 

（ 夏 季 休 暇 ）

 

第 二 十 六 条

 

夏 季 休 暇 は 、 夏 季 の 期 間 （ 六 月 一 日 か ら 十 月 三 十 一 日 ま

で を い う 。 ） に お い て 、 会 計 年 度 任 用 講 師 が 心 身 の 健 康 の 維 持 及 び

増 進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 と 認 め ら れ

る 場 合 の 休 暇 と す る 。

 

第 二 十 六 条

 

夏 季 休 暇 は 、 夏 季 の 期 間 （ 七 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で

を い う 。 ） に お い て 、 会 計 年 度 任 用 講 師 が 心 身 の 健 康 の 維 持 及 び 増

進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 と 認 め ら れ る

場 合 の 休 暇 と す る 。

 

２

 

（ 略 ）

 

２

 

（ 略 ）

 

  

（ 後 略 ）

 

（ 後 略 ）

 

  

   

付

 

則

  

 

こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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